
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）

６

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）

８

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・



- 1 -

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文
（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

○
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
願
書
の
記
載
事
項
）

（
願
書
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条

法
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
十
五
条

法
第
三
条
第
二
項
第
四
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

条
約
第
八
条

の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
に
つ
い
て
優
先
権
を
主
張

四

条
約
第
八
条

の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
に
つ
い
て
優
先
権
を
主
張

(1)

(1)

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
旨
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願
の
年
月
日

ロ

国
際
出
願
日
の
前
一
年
以
内
の
日
に
当
た
る
優
先
権
の
主
張
の
基

礎
と
な
る
出
願
の
年
月
日

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

五
〜
七

（
略
）

五
〜
七

（
略
）

（
意
見
書
の
提
出
）

第
二
十
二
条
の
二

出
願
人
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
の

補
完
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
期
間
内
に
限
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
出
願
日
の
通
知
）

（
国
際
出
願
日
の
通
知
）

第
二
十
三
条

特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に

第
二
十
三
条

特
許
庁
長
官
は
、
国
際
出
願
日
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当

よ
り
国
際
出
願
日
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
国
際
出
願
日
と
し
て
認

該
国
際
出
願
日
と
し
て
認
定
し
た
日
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

定
し
た
日
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

（
国
際
出
願
と
し
て
取
り
扱
わ
な
い
旨
の
通
知
）

（
国
際
出
願
と
し
て
取
り
扱
わ
な
い
旨
の
通
知
）

第
二
十
五
条

特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
の

第
二
十
五
条

特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
手
続
の

補
完
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た

補
完
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
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期
間
内
に
手
続
の
補
完
に
係
る
書
面
の
提
出
を
し
な
い
と
き
又
は
同
項
の

期
間
内
に
手
続
の
補
完
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
出
願
は
国
際
出
願
と
し

規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
当
該
書
面
に
お
い
て
、
そ
の
手

て
取
り
扱
わ
れ
な
い
旨
を
そ
の
理
由
を
付
し
て
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ

続
の
補
完
が
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
そ
の
出
願
は
国
際
出
願
と
し
て
取

ば
な
ら
な
い
。

り
扱
わ
れ
な
い
旨
を
そ
の
理
由
を
付
し
て
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
図
面
の
提
出
期
間
）

（
図
面
の
提
出
期
間
）

第
二
十
七
条

法
第
五
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同

第
二
十
七
条

法
第
五
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
国

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か
ら
二
月
と
す
る
。

際
出
願
日
（
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
も
の
を
除
く

。
第
七
十
二
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
三
十
日
と
す
る
。

（
優
先
権
の
主
張
の
補
正
命
令
等
）

（
優
先
権
の
主
張
の
補
正
命
令
等
）

第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
八
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
権
の
主
張
に
つ
い
て
補

３

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
優
先
権
の
主
張
に
つ
い
て
補

正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
出
願
人
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期

正
を
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
出
願
人
が
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
期

間
内
に
そ
の
補
正
を
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
優
先
権
の
主
張
は
初
め

間
内
に
そ
の
補
正
を
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
そ
の
優
先
権
の
主
張
は
初
め

か
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
旨
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
ら
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
旨
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
補
正
の
事
由
が
、
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出

い
。
た
だ
し
、
当
該
補
正
の
事
由
が
優
先
権
の
主
張
の
基
礎
と
な
る
出
願

願
の
番
号
の
記
載
が
な
い
こ
と
、
国
際
出
願
の
願
書
に
記
載
さ
れ
た
優
先

の
番
号
の
記
載
が
な
い
こ
と
又
は
国
際
出
願
の
願
書
に
記
載
さ
れ
た
優
先

権
の
主
張
に
係
る
事
項
が
優
先
権
書
類
の
記
載
事
項
と
同
一
で
な
い
こ
と

権
の
主
張
に
係
る
事
項
が
優
先
権
書
類
の
記
載
事
項
と
同
一
で
な
い
こ
と

又
は
国
際
出
願
日
が
優
先
日
か
ら
一
年
二
月
を
経
過
し
た
後
の
日
で
な
い

で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
と
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
優
先
権
の
主
張
の
補
正
の
特
例
）

第
二
十
八
条
の
二

出
願
人
が
、
第
二
十
七
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
る
前
で
あ
つ
て
第
二
十
七
条

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
の
経
過
後
一
月
以
内
に
、
特
許
庁
長
官
に

対
し
、
書
面
に
よ
り
優
先
権
の
主
張
に
つ
い
て
補
正
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
補
正
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
国
際
出
願
の
明
細
書
等
の
補
完
）
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第
二
十
九
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国

際
出
願
日
の
認
定
に
際
し
て
、
明
細
書
若
し
く
は
請
求
の
範
囲
の
一
部
が

な
い
こ
と
（
同
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
図

面
の
全
部
若
し
く
は
一
部
が
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
出
願
人
に

対
し
、
書
面
に
よ
り
手
続
の
補
完
を
二
月
以
内
に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

出
願
人
は
、
前
項
の
期
間
内
に
限
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
基
づ
く
手
続
の
補
完
（
以
下
第
二
十
九

条
の
五
ま
で
に
お
い
て
単
に
「
手
続
の
補
完
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第

十
二
又
は
様
式
第
十
二
の
二
に
よ
り
、
前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
十
一

の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
続
の
補
完
の
特
例
）

第
二
十
九
条
の
三

出
願
人
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国

際
出
願
と
し
て
提
出
さ
れ
た
書
類
が
特
許
庁
に
到
達
し
た
日
か
ら
二
月
間

に
限
り
、
手
続
の
補
完
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
際
出
願
日
の
認
定
及
び
そ
の
通
知
）

第
二
十
九
条
の
四

特
許
庁
長
官
は
、
出
願
人
が
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項

又
は
前
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
手
続
の
補
完
を
し
た
と
き
は
、
手
続
の

補
完
に
係
る
書
面
の
到
達
の
日
を
国
際
出
願
日
と
し
て
認
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
書
面
の
到
達
の
日
が
法
第
四
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
前
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
の
認
定
を
し
た
と

き
は
、
当
該
国
際
出
願
日
と
し
て
認
定
し
た
日
を
出
願
人
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
続
の
補
完
の
取
下
げ
）

第
二
十
九
条
の
五

出
願
人
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
日
か

ら
一
月
間
に
限
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
際
出
願
日
が
認
定
さ

れ
た
国
際
出
願
に
係
る
手
続
の
補
完
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

前
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
補
完
の
取
下
げ
が
あ
つ
た
と
き
は
、
手
続

の
補
完
に
係
る
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
際
出
願
日
の
認
定
は
な
か

つ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
の
補
完
の
取
下
げ
は
、
様
式
第
十
五
の
三

又
は
様
式
第
十
五
の
四
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
意
見
書
の
提
出
）

第
三
十
条
の
二

出
願
人
は
、
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
手
続
の
補
正
を
す

べ
き
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
期

間
内
に
限
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
官
に
よ
る
要
約
書
の
作
成
等
）

（
審
査
官
に
よ
る
要
約
書
の
作
成
等
）

第
四
十
七
条

（
略
）

第
四
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

出
願
人
は
、
前
項
の
国
際
調
査
報
告
の
送
付
の
日
か
ら
一
月
間
に
限
り

３

出
願
人
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
要
約
書
の
送
付
の
日
か
ら
一
月
間
に

、
要
約
書
の
訂
正
を
記
載
し
た
書
面
又
は
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

限
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

４

前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
十
一
の
七
又
は
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
り

４

前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
二
十
又
は
様
式
第
二
十
の
二
に
よ
り
作
成

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
手
続
の
補
完
等
の
特
例
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
）

（
手
続
の
補
完
等
の
特
例
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
）

第
七
十
二
条

法
第
十
七
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各

第
七
十
二
条

法
第
十
七
条
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
手
続
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
二
月
を
経
過
し
た
後
に

号
に
掲
げ
る
手
続
を
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
後

執
つ
た
場
合
と
す
る
。

に
執
つ
た
場
合
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
明
ら
か
な
誤
り
の
訂
正
）

（
明
ら
か
な
誤
り
の
訂
正
）

第
七
十
七
条

出
願
人
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
て
提
出
し
た
国
際
出
願
そ

第
七
十
七
条

出
願
人
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
て
提
出
し
た
国
際
出
願
そ

の
他
の
書
類
（
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
が
国
際

の
他
の
書
類
（
特
許
庁
以
外
の
条
約
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
が
国
際

調
査
を
す
る
国
際
出
願
に
あ
つ
て
は
、
願
書
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お

調
査
を
す
る
国
際
出
願
に
あ
つ
て
は
、
願
書
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
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い
て
同
じ
。
）
に
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を

い
て
同
じ
。
）
に
明
ら
か
な
誤
り
が
あ
る
と
き
は
、
特
許
庁
長
官
に
対
し

除
き
、
優
先
日
か
ら
二
年
二
月
以
内
に
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
そ
の
訂

、
そ
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

願
書
、
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
、
図
面
又
は
要
約
書
の
提
出
が
な
い

場
合
及
び
こ
れ
ら
の
書
類
の
一
部
が
不
足
し
て
い
る
場
合

二

要
約
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
訂
正
す
る
場
合

三

優
先
権
の
主
張
に
係
る
事
項
に
お
い
て
優
先
日
に
つ
い
て
変
更
が
生

じ
る
訂
正
の
場
合

２

出
願
人
は
、
前
項
の
訂
正
の
請
求
に
際
し
て
、
訂
正
す
べ
き
誤
り
、
訂

正
の
提
案
及
び
必
要
な
説
明
を
、
特
許
庁
長
官
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

２

（
略
）

３

特
許
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
規

則

の
規
定
に
よ
る
通
知
が
、
優
先
日
か
ら
一
年
五
月
又
は
国
際
公
開

(f)

の
技
術
的
準
備
の
完
了
の
い
ず
れ
か
遅
い
と
き
ま
で
（
条
約
第
二
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
国
際
公
開
が
請
求
さ
れ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
国
際
公

(2)
(b)

開
の
技
術
的
準
備
の
完
了
ま
で
、
国
際
公
開
が
条
約
第
六
十
四
条

の
規

(3)

定
に
よ
り
行
わ
れ
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
条
約
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る

国
際
出
願
の
送
達
ま
で
）
に
国
際
事
務
局
に
到
達
し
た
場
合
、
当
該
請
求

に
係
る
誤
り
の
訂
正
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
国
際
予
備
審

査
の
請
求
が
あ
つ
た
国
際
出
願
で
あ
つ
て
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求

に
係
る
誤
り
が
国
際
出
願
の
願
書
以
外
の
書
類
に
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

請
求
が
国
際
予
備
審
査
報
告
の
作
成
が
開
始
さ
れ
る
と
き
ま
で
に
な
さ
れ

た
場
合
に
限
る
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

91.1
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○
特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
（
第
二
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
国
際
出
願
日
の
特
例
）

第
三
十
八
条
の
二
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則

（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

及
び

の
規
定
に
よ
り
国
際
出

(b)
(ii)

(b)

願
日
が
認
め
ら
れ
た
国
際
特
許
出
願
に
つ
い
て
、
そ
の
国
際
特
許
出
願
の

出
願
人
に
対
し
、
そ
の
国
際
特
許
出
願
の
国
際
出
願
日
を
規
則

、

(b)
(i)

又
は

の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
出
願
日
と

(b)

(c)

す
る
旨
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
特
許
庁
長
官
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
に
際
し
て
指
定
す
る
期
間
内
に
限
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
五
十
二
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
第
二
項
の
期
間
内
に
限
り
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
国
際
特
許
出
願
の
う
ち
、
規
則

の
規
定
に
よ
り
そ
の
国

(c)

際
特
許
出
願
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図

面
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
当
該
国
際
特
許
出
願
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す

る
旨
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
請
求
は
、
様
式
第
五
十
二
の
三
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

６

特
許
庁
長
官
は
、
第
四
項
の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
請
求
に
係

る
明
細
書
、
請
求
の
範
囲
又
は
図
面
は
、
国
際
特
許
出
願
に
含
ま
れ
な
い

も
の
と
み
な
し
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
国

際
特
許
出
願
の
国
際
出
願
日
を
規
則

、

又
は

の
い
ず
れ

(b)
(i)

(b)

(c)

か
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
国
際
出
願
日
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
明
ら
か
な
誤
り
の
訂
正
）

20.6

20.3

20.5

20.5

20.5

20.3

20.5

20.3

20.5
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第
三
十
八
条
の
二
の
三

特
許
庁
長
官
は
、
規
則

の
規
定
に
よ
り
規
則

(f)

に
基
づ
く
訂
正
を
認
め
な
い
場
合
は
、
出
願
人
に
対
し
、
相
当
な
期
間

を
指
定
し
て
、
意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
意
見
書
は
、
様
式
第
五
十
二
の
二
に
よ
り
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
含
む
特
許
出
願
等
の
特
例
）

（
塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
含
む
特
許
出
願
等
の
特
例
）

第
三
十
八
条
の
十
三
の
二

塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
含
む
外
国
語

第
三
十
八
条
の
十
三
の
二

塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
含
む
外
国
語

特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
明
細
書
が
規
則

の
規
定
に

特
許
出
願
に
係
る
国
際
出
願
日
に
お
け
る
明
細
書
が
千
九
百
七
十
年
六
月

5.2
(b)

従
つ
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
明
細
書
に
同
条
約
に
基
づ
く
規

十
九
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
規
則
5.2

則

の
規
定
に
従
つ
て
作
成
さ
れ
た
配
列
表
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
き
は

の
規
定
に
従
つ
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
当
該
明
細
書
に
同
条
約

(b)

、
当
該
配
列
表
は
、
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

に
基
づ
く
規
則

の
規
定
に
従
つ
て
作
成
さ
れ
た
配
列
表
が
記
載
さ
れ
て

提
出
さ
れ
る
翻
訳
文
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

い
る
と
き
は
、
当
該
配
列
表
は
、
特
許
法
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
翻
訳
文
に
記
載
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

12.1

12.1

91.3

91.1
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○
実
用
新
案
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一
号
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
特
許
法
施
行
規
則
の
準
用
）

（
特
許
法
施
行
規
則
の
準
用
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

特
許
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
二
の
二
、
第
三
十
八
条
の
二
の
三
、

６

特
許
法
施
行
規
則
第
三
十
八
条
の
六
か
ら
第
三
十
八
条
の
六
の
四
ま
で

第
三
十
八
条
の
六
か
ら
第
三
十
八
条
の
六
の
四
ま
で
、
第
三
十
八
条
の
十

、
第
三
十
八
条
の
十
一
、
第
三
十
八
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
三
十
八
条

一
、
第
三
十
八
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
三
十
八
条
の
十
三
の
二
第
二
項

の
十
三
の
二
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
（
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条

か
ら
第
四
項
ま
で
（
特
許
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
二
の
適
用
に
係
る

の
二
の
適
用
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
（
補
正
の
提
出
の
様
式
、
特
許
管

部
分
を
除
く
。
）
（
国
際
出
願
日
の
特
例
、
明
ら
か
な
誤
り
の
訂
正
、
補

理
人
の
届
出
の
期
間
、
発
明
の
新
規
性
の
喪
失
の
例
外
の
規
定
の
適
用
を

正
の
提
出
の
様
式
、
特
許
管
理
人
の
届
出
の
期
間
、
発
明
の
新
規
性
の
喪

受
け
た
い
旨
を
記
載
し
た
書
面
等
の
提
出
の
期
間
、
特
許
番
号
の
表
示
等

失
の
例
外
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
い
旨
を
記
載
し
た
書
面
等
の
提
出
の

の
特
例
、
信
託
、
持
分
の
記
載
又
は
微
生
物
の
寄
託
等
の
特
例
及
び
塩
基

期
間
、
特
許
番
号
の
表
示
等
の
特
例
、
信
託
、
持
分
の
記
載
又
は
微
生
物

配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
含
む
特
許
出
願
等
の
特
例
）
の
規
定
は
、
実

の
寄
託
等
の
特
例
及
び
塩
基
配
列
又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
含
む
特
許
出
願

用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
の
国
際
実
用
新
案
登
録
出
願
に
準
用

等
の
特
例
）
の
規
定
は
、
実
用
新
案
法
第
四
十
八
条
の
三
第
二
項
の
国
際

す
る
。

実
用
新
案
登
録
出
願
に
準
用
す
る
。

７
〜

（
略
）

７
〜

（
略
）

12

12


